
 ココルクえべつは、⽣涯にわたって安⼼した⽣活ができるまちづくり、多様な主体との交

流による「共⽣のまち」、地域の特⾊ある社会資源の⼗分な活⽤を⽬指しています。

地域の皆さまに、地域交流・趣味を楽しむためのサークル活動やスポーツなどの健康づくり

ができる場を提供することを⽬的に、ココルクえべつの特別養護⽼⼈ホーム「⽇本介護江

別」の会議室を無料でお貸ししています。ぜひご利⽤ください。

 施設内のすべての⽅が安全で気持ちよく過ごすために、きまりを守ってご利⽤いただきま

すよう、よろしくお願いいたします。

社会福祉法⼈ ⽇本介護事業団

■ご利⽤対象
次の要件を満たす団体にご利⽤いただけます。

（１）ココルクえべつが⽬指す⽅向を理解いただいていること。

（２）営利⼜は政治宗教活動を⽬的としていないこと。

（３）飲⾷を主たる⽬的とする場合はご利⽤いただけません。

（４）事業団が定める利⽤のきまりを遵守すること。

■ご利⽤団体登録⼿続き
 初めてご利⽤いただく際は、原則としてお申し込みされる⽇の７⽇前までに「施設利⽤団

体登録書」をメール・ＦＡＸ・郵送・持参（平⽇のみ※）により提出していただきます。

※平⽇とは、祝⽇・１２⽉３０⽇∼１⽉３⽇を除く⽉曜⽇から⾦曜⽇です。

※７⽇前が平⽇でない場合、その⽇より前の平⽇までとなります。

 登録に有効期限はございませんが、次のいずれかに該当する場合は登録を取り消すこと

がありますので、ご注意ください。

（１）登録要件を具備しなくなったとき。

（２）事業団が定める利⽤のきまりを遵守しないとき。

（３）２年以上利⽤実績がないとき。

（４）貸出時間を繰り返し超過したとき。

（５）その他登録が不適当と認められるとき。
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江別市⽣涯活躍のまち「ココルクえべつ」施設�無料利⽤ガイド江別市⽣涯活躍のまち「ココルクえべつ」施設�無料利⽤ガイド
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■ご利⽤お⼿続き
 お申し込み⽅法ごとに定める期間に、「施設利⽤申込書」をメール・ＦＡＸ・郵送・持参

（平⽇のみ）によりご提出いただきます。

  メール⼜はＦＡＸの場合

   ご利⽤予定⽇の２カ⽉前の１⽇午前０時∼５⽇前の午後１１時５９分まで。

  施設にご持参の場合

   ご利⽤予定⽇の２カ⽉前の最初の平⽇∼５⽇前の平⽇まで。

   時間は午前９時∼午後５時まで。

 受付は先着順となります。

 確定後、連絡責任者の⽅に受付番号をメールいたします。なお、送信に数⽇かかる場合

もございますので、あらかじめご了承ください。

 ご利⽤は⽉1回までとさせていただきます。

 次のような⽬的の場合はご利⽤いただけません。違反⾏為などがあった際は直ちに許可

を取り消し、以後の使⽤を禁⽌します。

（１）秩序、⾵俗、�環境を乱すおそれがあるとき。

（２）建物、その他の物件を汚損または毀損するおそれがあるとき。

（３）利⽤⽬的がはっきりしないとき。

（４）営利、宣伝、販売⾏為を⽬的とすると認められるとき。（⽇本介護事業団が共催・後

   援等する事業を除く。）

（５）アルコール類を持ち込んだとき。

（６）その他、事業団の管理運営上⽀障があると認められるとき。

■当⽇のお⼿続き
 特別養護⽼⼈ホームの事務室で、「会場利⽤票」をお受け取りください。ご利⽤後は「会

場利⽤票」に必要事項をご記⼊のうえ、事務室にお返しください。

■ご利⽤やご登録の変更・取消
 ご都合により利⽤しなくなった場合、必ず連絡責任者からメールにてご連絡ください。

 なお、利⽤⽇を変更したい場合、新たに利⽤申込書をご提出ください。

 団体登録内容に変更が⽣じた場合「変更届」をご提出ください。

 登録を取り消す場合「施設利⽤取消届」をご提出ください。

 再びご利⽤になる場合は再度登録が必要となります。

■ご利⽤にあっての注意事項
（１）利⽤者個⼈の私物、貴重品はすべてご⾃分で管理してください。万⼀�、所持品の紛

   失・破損�・盗難などがあっても、事業団は⼀切の責任を負いません。

（２）⽕気使⽤はできません。
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（３）敷地内は全⾯禁煙です。

（４）団体の道具等は⼀切保管できません。

（５）他の利⽤者に対し無断で印刷物を配布したり、掲⺬しないでください。

（６）設備、備品等を破損・汚損・紛失したときは、速やかに報告してください。当⽅の

   算定するところに従って復旧に要する直接・間接費⽤の⼀切をご負担いただくことに 

   なります。

（７）⽞関に担当者を配置して、全員来館するまで⾃動ドアの開閉、検温、⼿指消毒、ス

   リッパ履き替え及び⼿洗いの確認を⾏ってください。

（８）ご利⽤後は、会場利⽤票の【セルフチェック】で確認してから消灯してください。

（９）ごみはすべて持ち帰ってください。

（10）⽕災、地震等が発⽣した場合、職員の指⺬に従い⾏動してください。

（11）貸出時間をお守りください。（貸出時間には、準備及び撤去の時間が含まれます。

   お守りいただけないと、施設利⽤団体登録を取り消す場合があります。）

（12）軽飲⾷は可能ですが、飲⾷を主たる⽬的とする場合はご利⽤いただけません。また、

   飲⾷により著しい汚損があった場合は（６）に準じご負担いただく事になります。

（13）施設のご利⽤に伴う⼈⾝事故及び盗難等の全ての事故については、当施設に過失がな

   い限り、事業団は⼀切の責任を負いません。

（14）次に掲げる⾏為は禁⽌します。

   ・危険物（⽕薬、油脂、薬品、毒性ガス、劇薬、ガスボンベ等）の持ち込み

   ・腐敗物、腐⾷物等の臭気を伴う物の持ち込み。

   ・愛玩動物の持ち込み。

   ・壁⾯、ドア等への押しピン類による張り紙。

（15）机・イス・ホワイトボード以外の備品等を無断で使⽤しないでください。

（16）床が損傷するおそれのある場合は、ご利⽤いただけません。
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お問い合わせ、施設利⽤団体登録書・施設利⽤申込書等のご請求お問い合わせ、施設利⽤団体登録書・施設利⽤申込書等のご請求

江別市⽣涯活躍のまち「ココルクえべつ」事務局江別市⽣涯活躍のまち「ココルクえべつ」事務局
〒069-0841 江別市⼤⿇元町154番地12
      特別養護⽼⼈ホーム�⽇本介護江別�内
電話  ０１１-８０７-７２６０ FAX ０１１-８０２-６１６５
E-mail ebetsu-ccrc@note.or.jp

〒069-0841 江別市⼤⿇元町154番地12
      特別養護⽼⼈ホーム�⽇本介護江別�内
電話  ０１１-８０７-７２６０ FAX ０１１-８０２-６１６５
E-mail ebetsu-ccrc@note.or.jp
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約14.5m

約6.5m

液晶プロジェクター

スクリーン スピーカー×2

マイク×2

無料貸出可能備品

無料Wi-Fiあり 軽飲⾷OK

会議⽤テーブル×20イス×80ホワイトボード×1
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